
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  減価償却費の償却方法の変更                

Ｑ：減価償却費の償却方法を変更すること

はできますか？                                      

                                              

Ａ：承認を受ければ変更できます。 

【解説】 

法人税では、法人が減価償却資産につき選

定した償却方法を変更しようとする場合には、

新たな償却方法を採用しようとする事業年度

開始の日の前日までに、変更しようとする理

由等を記載した申請書を所轄税務署長に提出

して承認を受けなければならないとされてお

り、所轄税務署長は、この変更申請書の提出

があった場合には、変更の是非を審査して承

認又は却下の処分を書面で通知することとさ

れています。 

そしてこの場合、税務署長は①現によって

いる償却方法を採用してから相当期間を経過

していないとき、②変更しようとする償却方

法によってはその法人の所得金額の計算が適

正に行われ難いと認めるときは、この変更申

請を却下することとされています。 

なお、ここでいう相当期間とは、一応３年

とされていますが、３年経てば必ず承認され

るというわけではなく、合理的な理由がなけ

れば変更は認められませんし、逆に、合併や

分割に伴うものであるなど、変更することに

特別な理由があるときなどは、３年経過して

いない場合であっても承認されることとなり

ます。 
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